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【事実経過１】



【事実経過２】

沖縄県

防衛局

設計（概要）の
変更が必要ですよね

ですね。

設計概要変更
申請しますね。

設計概要変更申請
by公有水面埋立法

審査しますね

公有水面
埋立法



【ここ大事！①】

公有水面
埋立法

公有水面（海とか）の
埋立てをしたいときは、
たとえ国でも、

知事の承認を得るべし
→地域のことは地域の
人がよく知っているから



【ここ大事！①】

公有水面
埋立法

知事は、承認する際、
国土利用上、

適正かつ合理的かなど、
法律に定めた要件を
満たしているかについて

審査すべき



【ここ大事！②】



【事実経過３】

沖縄県

防衛局

不承認です。
法の要件を

満たしていないです。

せめて、B２７地点を
調査してください。

嫌です。

国交大臣

不服申出
By行政不服審査法

行政不服
審査法



同じ「内閣」

【ここ大事！③】

国交大臣 防衛局

→防衛局の意に反する判断をする訳がない。茶番



【事実経過４】

沖縄県
防衛局

国交大臣

不服申出
By行政不服審査法

沖縄県に対し、
①不承認は取り消します（裁決）
埋立法の要件を満たしているので、

承認すべきです。
（↓沖縄県は従わず）

②ダメです。承認しなさい（是正の指示）

そんな・・・

グシシ・・・



【ここ大事！④】



【事実経過５】

沖縄県 国交大臣何言ってるんですか！
満たしていますよ！

裁決も
是正の指示も
変です！

埋立法の要件
満たしていません！

高裁

①裁決について、沖縄県は
裁判所に訴えることはできません

②是正指示について、沖縄県は
従うべきです
なぜなら、●△×■という理由で
埋立法の要件を満たしているから



【事実経過６】

沖縄県

国交大臣

（埋立法の要件は
満たしてますよ〜
高裁の判断は

正しいですよ〜）

高裁の判断は、
おかしいです！

高裁

①裁決について、沖縄県は
裁判所に訴えることはできません

②是正指示について、沖縄県は
従うべきです
なぜなら、●△×■という理由で
埋立法の要件を満たしているから

最高裁

①裁決について、高裁のいうとおり

②是正指示について、沖縄県は

従うべきです
なぜなら、裁決で「承認すべき」と
言っているから（埋立法の要件無視）



【事実経過６】

沖縄県

国交大臣

（えっ？！
埋立法の
要件の話は・・・？）

えっ？！
埋立法の
要件の話は・・・？

高裁

えっ？！
埋立法の
要件の話は・・・？ 最高裁

①裁決について、高裁のいうとおり

②是正指示について、沖縄県は

従うべきです
なぜなら、裁決で「承認すべき」と
言っているから（埋立法の要件無視）



【ここ大事！④】

おさらい

＜裁決で「承認すべ
き」と言ったから＞
で良いのか？



【ここ大事！⑤】
公有水面
埋立法

結局、法が求めている要件は、
満たされているのか？
国会で作られた法律＋法治国家。
しかし、最高裁に無視された。

行政不服
審査法

「国民の権利」を
保護するための
不服申出手続を

定めている…



【事実経過７】

沖縄県 国交大臣もう最高裁で勝ったので
代執行します

埋立法の要件
満たしていません。
承認できません。

高裁

代執行の申し出を許可します。

なぜなら、最高裁は結論において

「沖縄県は承認すべし」って
言ったため（埋立法の要件無視）



【事実経過８】

？
→



【ここ大事⑥】

９３００ 億円

総工費（軟弱地盤が見つかる前）

→軟弱地盤が見つかった今は…？



【事実経過９】

埋立法の要件
が

満たされているか

を
問う裁判！

２０２４年２月２２日



【なぜ県も被告に？】

民法の「代理」について

Ａさん
Ｂさん Ｃさん

お金貸すよ
Ｂさんを代理に立てるね

僕はＡの代理だよ



【なぜ県も被告に？】

この場合、「ＡがＣにお金を貸した」ことに！

Ａさん
Ｂさん Ｃさん

お金貸すよ
Ｂさんを代理に立てるね

僕はＡの代理だよ



【なぜ県も被告に？】

ＣはＡにお金を返すべき。金額に争いがあったら？

Ａさん
Ｂさん Ｃさん

お金貸すよ
Ｂさんを代理に立てるね

僕はＡの代理だよ
Ａさん！

金額が違いますよ！



【なぜ県も被告に？】

今回の代執行の場合

沖縄県
国交大臣 防衛局

沖縄県に「代わって」
防衛局に承認します



【なぜ県も被告に？】

今回の代執行の場合

沖縄県
国交大臣 防衛局

市民

おかしい！

そういうときは沖縄県に
言わなければならないよ。
民法の代理、知らないの？



【なぜ県も被告に？】

今回の代執行の場合

沖縄県
国交大臣 防衛局

市民

おかしい！（渋々・・・）



【裁判は３つある！】

①撤回は正しい！（高裁）

②不承認は正しい！（地裁）

③代執行はおかしい！（地裁）
→仇討ち裁判。訴状審査中（期日未指定）

→次回は５月１７日

→ ５月１５日判決！原告適格認めるか？！



国交大臣

防衛局

市民沖縄県

がんばるぞ！



ご清聴ありがとうございました。


